
府中市市民協働の推進
に関する基本方針





　府中市では、平成２６年度に府中市市民協働の推進に関する基本方針を策定するととも
に、「市民協働都市」を宣言し、市民や自治会、市民活動団体、教育機関、事業者及び市が
相互に連携・協力し、主体的にまちづくりに参画する、市民協働によるまちづくりを進めて
まいりました。
　平成２９年には、府中駅南口のル・シーニュに市民活動センター「プラッツ」を開設し、協働
の担い手の育成、協働に関する情報提供及び普及啓発に努めた結果、なんらかの形で
府中市に貢献したいと考えている多種多様な市民が集い、それぞれの得意分野を生かした
新しい協働が生まれ、地域課題の解決につながる活動に発展しています。特に、新型コロナ
ウイルスの感染拡大により浮かび上がった地域課題に対しては、オンラインでの交流の場の
提供や手作りマスクの配布、学生への食糧支援など、市民自らが課題解決に向けた取組
を迅速に行ってくださいました。市においても、令和３年度には、地域課題をビジネスの視点
で解決するプロジェクトの創造支援等を行ったところ、多数の事業アイデアが生まれ、市民
の課題解決に向けた、市民自身が実施する事業が、次 と々立ち上がろうとしています。
　また、大学や企業とは、地域活性化に関する協働協定を結び、環境・福祉・文化・教育
など多様な分野にわたる協働を行っています。令和３年１２月には、多くの市内企業、大学、
市とが「２０５０年二酸化炭素排出ゼロに向けた協働に関する地域協定」を締結し、今後は
協働して二酸化炭素排出ゼロを目指し取り組んでまいります。
　行政の力だけで、全ての地域課題を解決することはできませんが、多様な視点、知識、
スキルを持った多様な主体が結びつくことで、課題解決に近づくことができます。その流れ
を加速させるため、プラッツは市民や市民活動団体、教育機関、事業者、市を結び付け協働
につなげる中間支援組織としての役割を強化するとともに、文化センター圏域においても
中間支援組織の役割を担える団体が育ち、活躍できることを目指します。
　少子高齢化、人口減少が進んでいく将来においても、府中市が魅力あふれる心ゆたかに
暮らせるまちであり続けるために、市民協働によるまちづくりを一層進化させてまいります。
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基本方針改定の経緯と
基本方針を定める目的
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１　基本方針改定の経緯
　府中市では、平成２６年度に府中市市民協働の推進に関する基本方針（以下
「基本方針」といいます。）を策定するとともに、「市民協働都市」を宣言し、市民
（個人）、自治会・町内会、文化センター圏域コミュニティ協議会1（以下「コミュニ
ティ協議会」といいます。）、自治会連合会、ＮＰＯ2・ボランティア団体、教育機関、
事業者、市が相互に連携・協力し、主体的にまちづくりに参画する、市民協働に
よるまちづくりを進めてきました。
　平成２９年度には府中駅前に市民活動・協働の拠点施設として、市民活動セ
ンター「プラッツ」（以下「プラッツ」といいます。）を開設し、協働に関する情報提
供、普及啓発、担い手の育成及び相互交流等に努めてきました。その結果、令
和３年3月現在、プラッツに登録する市民活動団体は４0０団体を超え、市内には
地域課題の解決に寄与する様々な活動が生まれ始めています。
　市民協働都市を宣言してから、これまでの８年間で、協働についての普及・啓
発、推進のための計画策定、組織づくりなどの基盤整備に努めてきた結果、従
来から文化センターを拠点として、人と人との絆を大切にして活動してきた自治
会・町内会やコミュニティ協議会などが行っている地域清掃や助け合い活動も
「協働」であり、実は誰にとっても協働が身近に存在するという理解が広がりつ
つあります。
　しかし、毎年市が実施している市政世論調査の結果では、「協働について
知っている」と回答した市民の割合は５７．１パーセントであり、もっと多くの市民
に知ってもらうためには、イベントや広報、ＳＮＳ3などを通じ、協働が身近に感じら
れるよう発信方法を工夫していく必要があります。
　併せて、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、子どもたちの体験活動の
減少や、高齢者の運動能力の減退など、新たな地域課題も生じており、行政を
含め、単独の主体のみで地域課題を迅速に解決することが難しくなっています。
今こそ、協働により地域課題が解決できるか否かで、自治体の真価が問われる
時代であると考えられます。
　市民（個人）、自治会・町内会、コミュニティ協議会、自治会連合会、ＮＰＯ・ボラ
ンティア団体、教育機関、事業者など、個々の主体は高いスキルを持って活動し
ています。それらの力が有機的に結び付くことで、より迅速かつ効果的に課題解
決に近づくことができます。また、教育機関や事業者においても、ＳＤＧｓ4に関連
した取組を通して、地域課題の解決に積極的に関わる動きが広がっています。
　そのため、改定後の基本方針においては、協働の主体と主体をつなぐ中間支
援組織や、コーディネーターの育成に力を入れるとともに、プラッツを拠点にして
いる主体と、文化センターを拠点にしている主体、さらには、教育機関や事業者な

第1章　基本方針改定の経緯と基本方針を定める目的



3

ど、今まで協働していなかった主体同士をつなぐ活動にも力を入れていきます。
　第７次府中市総合計画の始期である令和４年度からの８年間で、地域に協働事
業があふれ、誰もが当たり前に協働事業に参画する府中市の実現を目指します。

2　基本方針を定める目的
　市民（個人）、自治会・町内会、コミュニティ協議会、自治会連合会、ＮＰＯ・ボラ
ンティア団体、教育機関、事業者、市などの各主体同士が協働して地域課題を
解決し、誰にとっても心ゆたかに暮らせるまちの実現に寄与することができるよ
う、協働関係を築く上での基本的な事項を定めることを目的とします。





市民協働の定義と主体
第 2 章
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１　市民協働の必要性
　地域活動の担い手の高齢化・特定化や、価値観やライフスタイルの多様化に
よる近隣住民間のつながりの希薄化、それに伴う高齢者の見守りや社会的弱
者に向けた支援の担い手の不足等、地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、
その課題も複雑化・多様化しています。
　こうした状況においては、行政だけで地域課題を解決することや、多様な
ニーズに応じた公共サービスを提供することは困難であるため、市民と行政が
それぞれの能力を発揮しながら協働してまちづくりに取り組んでいく必要があり
ます。また、従来から、自治会・町内会やＮＰＯ・ボランティア団体も活発に活動を
行ってきましたが、複数の多様な主体がそれぞれの得意分野をいかし、連携し
て取り組むことで、単独では生み出せない効果を発揮することができ、市民は、
より多様なニーズに対応した質の高いサービスを受けることができます。
　府中市においても、府中市総合計画に掲げる都市像を実現し、心ゆたかに暮
らせるまちにしていくために、市民（個人）、自治会・町内会、コミュニティ協議
会、自治会連合会、ＮＰＯ・ボランティア団体、教育機関、事業者等、地域に関わ
る全ての人 と々市とが、これまで以上に連携を深めながら、まちづくりに取り組ん
でいく市民協働が求められています。

２　市民協働の定義
(1) 市民の定義
　この方針において「市民」とは、住民だけでなく、在勤者、在学者及び市内
で活動する方々や団体のほか、教育機関、事業者を含みます。ただし、他の主
体と列記する場合などは、市民（個人）と表記します。
(2) 協働の定義
　この方針において「協働」とは、「多様で多層な主体5が情報を共有し、相
互の立場や特性を認めつつ、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、共通
する課題の解決や社会的な目的の実現に向けて、公益的な価値を相乗的に
生み出すため、連携・協力すること」と定義します。なお、政治活動、選挙活
動、宗教活動を主たる目的とするもの及び公益を害する活動は除きます。
(3) 市民協働の定義
　市民と協働の定義を踏まえ、「市民協働」は、「市民と市との協働並びに市
民同士の様々な主体間による協働」と定義します。

第2章　市民協働の定義と主体
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３　市民協働の原則
　協働事業を実施する主体は、次の６つの原則を尊重して進める必要があり
ます。
(1) 目的共有の原則
　地域課題の解決や社会的な目的の実現に向け、公益的な価値を相乗的に
生み出すために協働することを相互に理解・認識します。
(2) 対等の原則
　対等な協力関係にあるとの認識の下、役割分担を明確にして、それぞれが
責任を持って取り組みます。
(3) 相互理解の原則
　対話を通じ、十分なコミュニケーションを図り、互いの立場や特性について
理解を深めるとともに、信頼関係を築きます。
(4) 自主性尊重・自立化の原則
　それぞれの特性や長所をいかせるよう、その自主性を尊重するとともに、各
主体が自立して活動できるよう、取組を進めます。
(5) 評価の原則
　協働の質や効果を高めるため、一定の時期に協働事業を客観的に評価・
検証します。
(6) 情報公開の原則
　透明性を高め、信頼関係を築くため、協働事業に関する情報を積極的に
公開します。
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４　市民協働の主体
　まちづくりに関わる地域の多様な主体が、市民協働の主体となり得ます。府中
市では、市民協働の主体を次のとおり位置付けます。
(1) 市民（個人）（市内に住み、働き、学び、又は活動する全ての人）
(2) 地縁型活動団体（自治会・町内会、コミュニティ協議会、自治会連合会等）
(3) 目的型活動団体（ＮＰＯ・ボランティア団体、社会教育関係団体、各種任意団体等）
(4) 教育機関（小・中学校、高等学校、専門学校、大学等）
(5) 事業者（企業、自営業者、商工会議所、商店街連合会、金融機関、各種法人等）
(6) 市（行政）
　協働の主体同士は対等な協力関係にあることから、協働事業を実施する
主体として記述する場合は、行政の担い手である市6も主体の一つとして位
置付けます。

５　中間支援組織
　中間支援組織とは、市民と市、又は市民同士を相互に媒介し、市民の自主的
な課題解決を支援するため、市民のネットワーク化と交流促進、人材育成と研
修、情報収集と提供、相談とコーディネート、活動支援と助成、調査研究又は政
策提言等のいずれかの機能を有する組織をいいます。
　府中市において、主な中間支援組織としてプラッツがありますが、そのほかに
も「４  市民協働の主体」に記載の各主体が、中間支援組織の役割を担うことが
あります。

第2章　市民協働の定義と主体
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１　各主体の特性と役割分担
　府中市において、今後、協働によるまちづくりをより効果的に進めていくために
は、各主体が、改めて府中市の特徴やまちづくりにおける自らの役割を理解する
とともに、それぞれの特性や専門性を十分に発揮することが重要です。その上
で、「共に考え、汗を流し、一体となって地域課題の解決に取り組む」ことにより、
「府中市らしい」協働が育まれていくと考えます。また、既存の協働の形にとらわ
れず、官民連携7にも積極的に取り組みます。
(1) 市民（個人）
　市民は、当事者として地域の課題を見出すとともに、個々に培ってきた経
験、知見、柔軟な発想力や機動力をいかすことにより、課題解決の担い手とも
なり得ます。このため、自身がまちづくりの主役であることを理解し、「自分たち
でできることを、自分たちでやってみる」ことから始め、さらには地域活動等に
も積極的・主体的に関わり、自らの暮らしをより良いものとすることができま
す。また、実際に活動することに限らず、市民一人一人がまちに興味を持ち、
活動している各主体を受容することも、市民ができる協働の一つです。
(2) 地縁型活動団体
　自治会・町内会は、地域社会において、近隣住民間の親睦を深め、様々な
問題に対処するなど、地域づくり・まちづくりに寄与してきました。特に府中市
においては、コミュニティ協議会や自治会同士をつなぐ自治会連合会が果たし
てきた役割は大きく、今後も協働のパートナーとして欠かせない存在です。近
年では、防犯・防災、地域福祉、ごみの減量化等に関する地域課題が増えて
いるため、地縁型活動団体との協働では、これらの課題に対して、地域住民
の声を反映し、地域住民と一緒になって解決に向けて取り組むことが可能で
す。地域課題を市民同士が助け合い、解決していくなど、市民による自治の充
実に向けた、基盤的な役割を担います。
(3) 目的型活動団体
　府中市には、福祉・環境・教育等、様々なテーマを持って活動するＮＰＯ・ボ
ランティア団体等があります。これらの団体は、社会の変化による新たな課題
に対して、自発性、先駆性、専門性、機動性等を持って対応できるため、きめ
細やかなサービスを提供できます。目的型活動団体との協働では、それぞれ
の団体が持つ専門性をいかして、ますます複雑化・多様化する地域課題の解
決に向けて迅速に取り組むことができます。自らの活動が果たす社会的意義
を踏まえ、協働によるまちづくりを主体的に推進するとともに、広く市民に活動
内容等を紹介し、参加の場や機会を提供します。

第３章　市民協働における役割分担と効果
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(4) 教育機関
　市内には、高等学校や、国立大学など様々な教育機関があり、学生によるボ
ランティア活動や地域貢献が盛んに行われ、地域の活性化に寄与していま
す。ＳＤＧｓに関連した取組を含む、複雑化・多様化する地域課題の解決に当
たっては、教育機関の有する専門知識をいかすことが有効です。地域社会を
構成する一員として、専門知識の活用や学生等の事業協力、人材や施設等の
資源の提供などにより、地域社会に貢献することができます。
(5) 事業者
　事業者は、近年、「企業市民」と言われるようになるなど、地域社会における
市民としての役割と責任を果たすため、社会貢献活動や公益活動に力を入
れています。また、ＳＤＧｓに関連した取組など、事業者が、社会貢献活動や公
益活動を自らの責務と捉える傾向が加速しています。地域課題を迅速かつ的
確に解決するため、専門的技術や知識のほか、マーケティング力や情報発信
力など、事業者が有する様々な資源の活用が期待されます。地域社会を構成
する一員として、ノウハウ8等を活用した事業協力、人材や施設等の資源の提
供などにより、地域社会に貢献することができます。
(6) 市（行政）
　市は、市民が抱える課題を把握できる特性をいかし、その課題を明確にし、
適切に市民に発信することで、協働の各主体と解決すべき課題を共有しま
す。各主体と連携し、効果的な行政運営に努め、市の各部署間の連携強化
や、各主体だけでは解決できない課題の解決に努めます。

２　中間支援組織の役割
　各主体の間にあって、ネットワーク、コーディネートなどの機能を持ち、情報や
ノウハウの提供を行います。また、市に対しては、市民の立場を踏まえて政策提
言等を行う役割を有します。
　市民（個人）、自治会・町内会、ＮＰＯ、教育機関、事業者等を媒介・ネットワー
ク化しつつ、情報の交流のための場を創るには、中間支援組織がコミュニケー
ションの触媒の役割を果たすことが重要です。

３　市民協働の主な効果
　協働を推進することにより、市民生活の向上に加えて、地域活動の活発化や
市のイメージの向上などが期待できます。また、各主体が、互いの特性をいかし
ながら連携・協力することによって、それぞれの主体にとって、次のような効果を
生むことが期待できます。
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(1) 市民（個人）
　地域や社会の課題解決のため、自主的に地域活動などに取り組むことによ
り、新たな人との出会いが生まれ、生きがいづくりや自己実現の機会の拡大に
つながります。
　また、多様化・複雑化するニーズに対応した、きめ細やかなサービスを受け
ることができます。
(2) 地縁型活動団体
　それぞれの団体の組織基盤の強化、認知度の向上によって、活動の場や
事業展開の機会の増大が期待できます。
(3) 目的型活動団体
　役割に応じ、特性を発揮して協働に取り組むことにより、それぞれの団体の
目標を効果的に達成することができます。また、団体同士のネットワークの形
成が期待できます。
(4) 教育機関
　教育機関と地域等によるネットワークが形成され、様々な主体が児童・生
徒・学生等の教育に関わることにより、教育機関だけでは解決が難しい課題
の解決につながります。また、地域に愛着を持つ児童・生徒・学生等を育てる
機会となるとともに、ＳＤＧｓに関する取組を実践する機会を得ることが期待で
きます。
(5) 事業者
　地域とのコミュニケーションが図られ、組織の活性化や地域ニーズの把握、
新たなサービス提供のきっかけとなります。さらに、社会貢献活動を行うこと
でブランドイメージや企業の評判が向上し、従業員の育成や、ホスピタリティ
の向上といった効果も期待できます。
(6) 市（行政）
　多様化・複雑化するニーズへの迅速かつ的確な対応や、価値の高いサー
ビスの提供が期待できます。
　また、市民と一緒になって地域課題の解決に取り組むことで、市の事業や
仕事の進め方を見直す機会になります。

第３章　市民協働における役割分担と効果
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１　市民協働の形態
　市民協働は、よりよいまちづくりのための「手段」であり、地域課題を正確につ
かみ、課題に対応した協働の形態を構想し、選択することが大切です。
　協働事業を実施するに当たっては、主体同士がそれぞれの特性を相互に理
解した上で、どのような事業形態が互いの特性をいかし、より効率的に事業を
進め、大きな効果を上げられるのかを考え、協働の形態を選択する必要があり
ます。
(1) 共催
　事業やイベント等において、各主体が共に主催者となって行う形態です。
　主体同士が対等の立場で、企画段階から話合いを重ね、責任分担を明確
にして事業を実施することができます。また、お互いの役割分担や経費負担
について明確にする必要があります。
(2) 実行委員会・協議会
　個々の構成員の持つノウハウやネットワーク等をいかし、各主体で構成され
た実行委員会や協議会が主催者となって行う形態です。
　地域の多様な主体の専門性やネットワーク、エネルギーが一つの取組に注
がれ、単独ではできない大規模なイベント等も実施できます。また、企画段階
から協働することにより、お互いの責任分担や経費負担が明確になり、それを
決めるための話合いをすることで、情報の共有化、信頼関係の構築が図られ
ます。ただし、関わる人々が多いため、全員への的確な情報共有や、全員が責
任感を持って進めることが必要です。
(3) 事業協力
　主体のいずれかが主催者となる事業において、双方が資金・人材・物資・
場所等を提供し、協力して事業を行う形態です。
　話合いの機会が増えることで、お互いの信頼関係が構築できるほか、双方
の特性が発揮されます。継続的に事業を実施する場合は、定期的に事業の
評価や振り返りを行うことが必要です。
(4) 委託
　地域性、専門性、迅速性等、各主体が持っている特性をいかすことを目的
に、主体の一方が実施している事業を、協働する意図を持った上で委託する
形態です。
　各主体の持つ特性が発揮されることで、創造性や先駆性が期待でき、きめ
細やかなサービスの提供が可能となります。定期的に話合いの場を設け、事
業の進捗状況や経費の収支状況を共に確認し合い、両者が同じ認識を持

第４章　市民協働の手法と形態
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ち、事業を市民へ説明できるようにすることが必要です。
(5) 後援・協賛
　各主体が行う公益性や先駆性のある事業に対して、主催主体を支援する
形態です。
　後援は、一般的には資金や物品、人材の支援はありませんが、市や市民が
名を連ねることで、事業に対する関心や社会的信頼が高まり、活動への理解
が深まることが期待されます。一方、協賛は、主体間の協議により、資金や物
品、人材等の支援のほか、後援と同様の効果が期待できます。
(6) 補助
　各主体が行う公益性の高い事業に対して、主体の一方が資金面で協力す
る形態です。
　各主体の自主性・自立性や市民の発想がいかされた事業が実施されるこ
とにより、市民協働によるまちづくりに一歩近づくことができます。事業実施時
は、定期的に話合いの場を設け、資金面だけの関係とならないよう、お互いに
事業の進捗状況や事業の目的を共有することが必要です。
(7) 政策形成過程への参画
　市民（個人）や各主体の代表者が、アイデアや意見を市の施策に反映する
ことを目的に、市の審議会や協議会等に参画する形態です。
　この形態を採ることによって、地域の多様な主体の独創性や考え方を施策
に取り込むことができます。また、市民（個人）も市政へ積極的に参画する意
識が生まれるきっかけとなります。
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2　市民と市との関係性と協働の領域
　協働事業の実施を検討する際には、各主体のそれぞれの活動と市との関係
性も考慮する必要があります（図４-１参照）。なお、それぞれが独自に行う領域
から、市が独自に行う領域について、その境界は常に流動的であるため、事案
ごとに検討することが重要です。
　市民と市とが具体的に協働を進める上で、市民共有の財産である公金の支
出や公の財産の使用をするときには、その適正さを担保するために、社会的公
共性、公費濫用の防止、情報公開について、特に留意する必要があります。

第４章　市民協働の手法と形態

【図４-１】市民と市の関係性と協働事業の領域

市民が主体 市が主体

市民の責任
と主体性に
よって独自に
行う領域

市の責任と
主体性に
よって独自に
行う領域

市が主体と
なり、市民の
協力により
行う領域

市民と市が
それぞれ

主体的に連携・
協力する領域

市民が主体
となり、市が
支援する領域

市民と市との協働の領域

※　　 は市民、　　 は市の、各事業における関与の程度を表しています。
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3　市民と市との協働に適している事業
　効果的に協働事業を行うためには、社会の変化や市民のニーズ等を踏まえ、
事業そのものの協働への適性や、協働によってもたらされる効果、また、協働の
形態や活動領域などを総合的に検証することが重要です。
　検証の結果、必ずしも協働に適さない場合もありますが、このような検証を行
うプロセスが重要であることを、市と各主体が共通認識を持つことが大切です。
　市民と市との協働に適していると考えられる事業として、次のような性質のも
のが想定されます。適性を有する事業については、更に協働により実施すべき
か、効果等を検討し、総合的に判断します。
(1) 性質上の視点
ア　きめ細やかで柔軟な対応が求められる事業
イ　専門性・先駆性が求められる事業
ウ　広く市民が参加することが求められる事業
エ　地域の実情に合わせて実施することが必要な事業
(2) 効果の視点
ア　市民のニーズ（解決すべき地域課題）はあるか。
イ　協働により地域課題を解決することについて効果が見込めるか。
ウ　協働により各主体の特性がいかせるか。
エ　総合計画や各種計画との整合は取れているか。
オ　経費は妥当か。





府中市が目指す市民協働の
姿と今後の方向性

第 5 章
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　府中市らしい協働によるまちづくりに当たっては、取り組む課題や地域の特性に
よって、市民と市との協働だけではなく、例えばＮＰＯと自治会、また、教育機関や事
業者、あるいはこれらに市を含めた協働など、様々な主体間の取組がますます重
要になります。
　各主体がそれぞれの持つ強みをいかし、連携・協力し合うことで、多くの市民が
心ゆたかに暮らせるまちを創っていきます（図５-１参照）。
　様々な主体が、多様な組合せによって協働することで、更なる相乗効果が生ま
れ、複雑化・多様化する地域課題への解決に向けて、きめ細かく、柔軟に対応でき
る可能性が広がります。各主体の多様な組合せによって相乗効果が発揮できるよ
う、プラッツなどの中間支援組織が、主体同士をつなぐ役割を果たします（次ペー
ジ図５-２参照）。また、各主体が、中間支援の機能を担う場合もあります（次ページ
図５-３参照）。

第5章　府中市が目指す市民協働の姿と今後の方向性

市民協働による府中市総合計画に掲げる都市像の実現

  【図5-１】

各主体が協働し、心ゆたかに暮らせるまちを実現します。

市民
（個人）

市

事業者

目的型
活動団体

教育機関

地縁型
活動団体
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  【図5-2】

中間支援組織は、主体同士をつなぐ役割を果たします。
※ただし、中間支援組織を通さなければ協働できないというものではありません。

主体主体 中間支援組織
（プラッツなど）

各主体が、中間支援の機能を担う場合もあります。

  【図5-3】

主体主体

中間支援組織
（プラッツなど）

主体= 中間
支援機能

連携・情報共有
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　府中市における協働を更に推進していくため、市は今後、次のことに重点的に
取り組んでいきます。

１　市民協働に関する効果的な意識啓発
　市民一人一人が市民協働について理解を深めることができるよう、効果的な啓発
やＰＲ活動を展開します。

　市民が、身近な協働事例を知り、協働の楽しさ、メリット、やりがい、必要性を
感じることができるよう、市は、協働事例や成果をＰＲします。これにより、協働に
対する関心の低さや敷居の高さを払拭し、誰でも、すぐ近くに協働があることを
実感できることを目指すとともに、やってみたいと思えることにチャレンジできる
機会を提供します。
　また、協働によるまちづくりを進めるためには、未来の協働の担い手となる若
い世代にも、協働について興味を持ち、理解を深めてもらう必要があります。
　若者がまちに興味を持ち、協働について知る機会を創出し、未来の協働の担
い手の育成を行います。

２　職員の協働に関する実践力の向上
　職員研修や実践を通じて、市の職員の協働に関する理解と実践力の向上を図ります。

　市が全庁的かつ横断的に協働に取り組む上で、市職員の協働に対する理解
を深めることは必要不可欠です。人事異動、新規採用や定年退職等による職員
の入れ替わりもあるため、定期的に研修を行い、知識を再確認し、ブラッシュアッ
プしていく必要があります。また、研修で得た知識を実践でいかせるよう、課題
解決に向けて、他の主体と課題を共有し、実践につなげる取組も並行して進め
ていきます。
　加えて、協働に不慣れな職員でも、どのように進めていけば、市民と市がＷｉｎ
－Ｗｉｎの関係になるかのポイントを記したマニュアルやフローチャートを作成する
とともに、契約方法や予算関係事務の整理を行うなど、職員が協働しやすい環
境を整備します。
　また、解決策を見出す際に、従来の固定観念にとらわれず、それらが社会に
どのような影響や効果（インパクト）を与えるかを考慮して、解決までの道筋を立
て、課題解決に取り組むことができる職員を育成します。

第5章　府中市が目指す市民協働の姿と今後の方向性
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３　市民協働の拠点としての市民活動センタープラッツや文化センターの活用
　市民活動や協働の拠点である市民活動センタープラッツや文化センターを活用し、
市民主体のまちづくりを促進します。

　府中市では、指定管理者制度9によりプラッツを運営しています。プラッツに
は、市民活動の場の提供、交流促進・ネットワーク構築、情報収集・提供、相談
対応、学習機会の提供、協働の推進、助成事業、調査・研究、事業実施のため
の連携等の中間支援機能が充実しています。また、各地域課題に対応した多く
の市民活動団体がプラッツに登録しており、プラッツがコミュニティ協議会など
の地縁型活動団体との連携を仲介することで、双方に新しい気付きが生まれ、
その事例を広く共有することにより、市民協働のネットワークが全市的に広がっ
ていくことが期待されます。
　また、各文化センター圏域内には、わがまち支えあい協議会10や子ども食堂11
など、地域課題を解決する新しい活動が生まれています。従来から活動する団
体と新しい団体がつながり、新たな協働が生まれるような、文化センターの活用
を目指します。
　更に、プラッツが運営する市民活動ポータルサイト「プラnet」を活用し、提供・
協力したい市民と、提供・協力してほしい市民とのマッチングや、市民と市との
マッチングを促進します。

４　多様な主体同士の連携の拡充
　自治会、市民活動団体、ＮＰＯ、教育機関、事業者等の多様な主体同士が連携し、
地域課題を協働して解決する取組を推進します。

　多様な主体同士の連携を進めるため、市民が各々目指している将来のビジョ
ンや、現在の活動内容とその進捗状況・特性などを共有し、理解し合えるよう、Ｓ
ＮＳ上での情報提供などを含めて知り合える機会を創出します。
　また、地域課題を市民協働で解決するためには、まず、各主体が抱える課題
を、他の主体と共有することが重要です。そうすることで、これまで単独では解
決できなかった課題の解決策を持つ相手を見つけられる可能性が高くなりま
す。このため、課題提示から解決策の検討、連携相手のマッチングなどができる
地域課題解決のためのプラットフォーム12の整備を進めます。
　さらに、府中市には、多くの活力に満ちた企業や大学等があります。ＣＳＲ（企
業の社会的責任）やＳＤＧｓの考えの下に社会貢献活動に積極的に取り組む企
業や大学等と連携協定を締結するなど、地域の課題解決のための協働を推進
します。
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5　市民協働を促進する環境の整備
　市民協働が効果的・効率的に行えるよう、環境の整備を図ります。
　社会情勢の変化に柔軟に対応するため、新たな協働の手法等を研究・活用します。
　各主体が、より効果的・効率的に協働することができるよう、協働の進め方や
ポイントなどを掲載したガイドブックの作成や、協働に関する講座の開催に取り
組みます。
　また、ＩＣＴ13の進展など社会情勢の変化により、地域課題の解決策の選択肢
が広がっています。そのため、既存の枠組みにとらわれず、協働に関する様々な
新しい理論や手法に合わせ、クラウドファンディング14や寄附などの事業資金の
確保策についても研究・活用します。
　加えて、市民と市との協働をより一層推進するための仕組みを整備します。市
が市民と協働する場合は、公平性・公正性の観点から、市の課題を公表し、その
解決策を提案した主体と事業を実施するなど、なぜその相手と協働するのかを
明確にします。
　また、市民と市が地域課題の解決に向けて協働しやすい環境を整備するた
め、協働事業提案制度の改善を図るほか、市と各主体との協働関係を示す契
約手続等の整理を行うため、他市の事例を参考に、「協働契約15」の導入につ
いても、検討していきます。

6　コーディネート機能の拡充
　市民協働を推進し、各主体や地域資源をつなぎ、事業成果を高めるための助言を
行う、協働のコーディネーターや中間支援組織を育成する等、協働に係るコーディ
ネート機能を拡充します。
　協働の推進に必要不可欠なコーディネート機能を充実させるため、中間支援
機能を有する主体を育成します。また、協働のコーディネート機能を拡充するた
め、プラッツにおいて市民向けの協働コーディネーター養成講座16を実施すると
ともに、市においても「全職員協働コーディネーター化計画」に取り組みます。協
働の考え方や進め方を修得した職員を「協働サポーター（仮称）」として認定・配
置することで、全職員が協働の担い手としての認識や知識、経験を共有し、コー
ディネート機能を果たせるように、計画的に取り組んでいきます。

７　市民協働の取組の進行管理と条例の検討
　協働の取組を確実なものとするため、第７次府中市総合計画に掲げる市の各
分野の施策に協働の視点・手法を盛り込み、総合計画と連動した進行管理をし
ていきます。
　また、今後の市民協働の取組をより一層推進していくために、条例の制定が
必要であるかどうかについても引き続き検討を行います。

第5章　府中市が目指す市民協働の姿と今後の方向性



用語解説
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用語解説

各文化センター圏域で、自治会、シニアクラブ、婦人会、自主グ
ループなどの地域団体から結成された協議会です。市との協働
により、各文化センターで地域まつりや地域文化祭などのイベン
トを実施しています。

「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動
を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としな
い団体の総称です。このうち、特定非営利活動促進法に基づき
法人格(個人以外で権利や義務の主体となり得るもの)を取得し
た法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。（内
閣府ＮＰＯホームページより）

ソーシャルネットワーキングサービス（Soc ia l  Ne two rk i ng  
Serv ice）の略で、登録された利用者同士が交流できるWebサ
イトの会員制サービスのことです。友人同士や、同じ趣味を持つ
人同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりと、ある程度
閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケー
ションを可能にしています。最近では、会社や組織の広報として
の利用も増えてきました。（総務省ホームページより）

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）
の略で、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続
可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。
2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられまし
た。2030年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットか
ら構成されています。

府中市では、協働の取組がより効果的なものとなるように、市内
在住者・在勤者・在勤者や、各主体の種別等に係る横軸の関係
性（多様）だけでなく、それぞれの立場において、世代や新旧住
民又はそれぞれの活動目的等に係る縦軸の関係性（多層）があ
ることも踏まえて、協働の主体を捉えることとしています。

複雑化・多様化が進む地域課題への対応に当たっては、市だけ
でなく、国や都、警察、消防等の公的機関と協力関係を築くこと
も重要となっています。府中市が目指す協働のまちづくりを実現
するために、各主体と公的機関との協働も進めていくこととして
います。

官と民が協働して公共サービスを提供するための方法のことです。

ある専門的な分野においての技術や知識またはその蓄積、物事
における方法や手順のことをいいます。

地方自治体が設置する「公の施設」の管理運営について、多様
化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間
企業やＮＰＯ等を含む民間事業者等に委ねる制度です。

より身近な生活圏域で、地域住民や地域の様々な団体が地域の
生活課題に気付き、共有し、共に解決していく仕組みです。現
在、市内１１か所の文化センター圏域ごとに、地域の皆さんが中
心となって仕組みづくりを行っています。

1 2 コミュニティ協議会

2 2 ＮＰＯ

3 2 ＳＮＳ

4 2 ＳＤＧｓ

5 6 多様で多層な主体

6 8 行政の担い手で
ある市

8 11 ノウハウ

7 10 官民連携

9 23 指定管理者制度

10 23 わがまち支えあい
協議会

説明No. 該当ページ 用語
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11 23 子ども食堂

13 24 ＩＣＴ

14 24 クラウドファンディング

15 24 協働契約

12 23 プラットフォーム

16 24 協働コーディネーター
養成講座

民間発の自主的・自発的な取組で、子どもやその親、及び地域
の人達が無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを
体験することができる社会活動です。府中市では、子ども食堂を
実施している団体への支援を通して、市民との協働により推進し
ています。

システムやサービスの土台や基盤となる環境のことをいいます。

Information and Communicat ion Technologyの略で、
日本語では「情報通信技術」と訳されます。情報処理や通信に関
連する技術、産業、設備、サービスなどの総称です。

事業を実施する際などにインターネットを通じて不特定多数の
人に資金提供を呼びかけ、趣旨に賛同した人から資金を集める
方法をいいます。

協働は、それ自体が目的ではなく、協働の相乗効果によって事業
効果の向上を図り、地域課題や社会課題の解決につなげていく
ためのものです。そのためには、互いのルール等についての相互
理解や、適切な役割分担、対等な関係性の確保などが重要で
す。「協働契約」は、こうした点について契約上明らかにすること
で、互いに協働しやすい環境をつくっていくためのものです。

協働についての考え方や事例、コーディネーターに必要な要素
を、様々な視点から掘り下げ、「協働」の意識を府中に根付かせ
る講座です。受講後は、人材や組織等の地域資源をつなぐコー
ディネーター「つなぎすと府中」として活躍しています。

説明No. 該当ページ 用語
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１　府中市市民協働推進会議規則
　（趣旨）
第１条　この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年３月府中市
　条例第１号）第９条の規定に基づき、府中市市民協働推進会議（以下「推進会議」
　という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
　（推進会議の委員）
第２条　推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
　(1) 学識経験を有する者　２人以内
　(2) 公共的団体の代表者　４人以内
　(3) 市民との協働を推進している民間企業の構成員　１人
　(4) 府中市市民活動センターの利用の登録をしている団体の代表者　２人以内
　(5) 公募による市民　２人以内
　（会長及び副会長）
第３条　推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
２　会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ
　の職務を代理する。
　（推進会議の会議）
第４条　推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　推進会議は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
３　推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す
　るところによる。
４　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議の会議に出席さ
　せて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
　（部会）
第５条　推進会議の部会（以下この条において「部会」という。）に属すべき委員は、
　会長が指名する。
２　部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
３　部会長は、その部会の事務を掌理する。
４　部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会に属する委員がその 
　職務を代理する。
５　前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「推進
　会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
６　推進会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって推進会議の議決とす
　ることができる。

参考資料
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　（雑則）
第６条　この規則に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が
　推進会議に諮って定める。
　　　付則
　この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
　　　付則
　この規則は、平成３０年１月２４日から施行する。
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2　府中市市民協働推進会議委員名簿

任期：令和３年５月１４日から令和５年５月１３日まで

（敬称略：五十音順）

1 青 山 　  亨 学識経験者 副会長

2 大 島  雅 章 公募市民

3 岡 本  彰 子 多摩信用金庫

5 隆 　  宗 男 コミュニティ協議会

6 田 中  研 二 府中市社会福祉協議会

7 藤 江  昌 嗣 学識経験者 会長

9 丸 山  美 佳 公募市民

10 森 村  彩 代 むさし府中商工会議所

11 山 岡  法 次 自治会連合会

4 小 林  広 和 府中市市民活動センター
登録団体

8 藤 間  利 明 府中市市民活動センター
登録団体

備　考No. 氏　名 選出団体等
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・委嘱状の伝達、委員自己紹介、正副会長の選出、諮問
・会議の公開について
・市民協働推進会議の開催予定について
・提案型協働事業の評価について
・部会の設置及び部会員の配置について
・府中市文化センターあり方検討協議会委員への推薦について
・府中市市民協働の推進に関する基本方針の見直しについて

・令和２年度提案型協働事業報告会

・令和２年度協働事業等調査結果について
・市民協働推進行動計画の進捗状況について
・提案型協働事業選考部会の検討状況について
・令和４年度提案型協働事業の応募状況等について
・府中市市民協働の推進に関する基本方針の見直しについて

・令和４年度提案型協働事業公開プレゼンテーション及び審査

・令和２年度府中市協働事業評価結果答申（案）について
・令和４年度提案型協働事業選考結果答申（案）について
・府中市市民協働の推進に関する基本方針の見直し答申（案）
　について

・令和２年度府中市協働事業評価結果答申（案）について
・令和４年度提案型協働事業選考結果答申（案）について
・府中市市民協働の推進に関する基本方針の見直し答申（案）
　について

第１回 令和３年
５月２８日

【部会】
提案型① ６月１８日

【部会】
提案型② ８月５日

第２回 ７月３０日

第３回 ８月２０日

第４回 ９月１０日

主な検討内容回　数 開催日

3　府中市市民協働推進会議検討経過
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4　府中市市民協働推進会議における主な意見
　府中市市民協働の推進に関する基本方針（改定案）の検討過程において、各委員
から多様な視点で意見が出され、議論を行いましたので、主な意見を記載します。

第１章　基本方針改定の経緯と基本方針を定める目的

第2章　市民協働の定義と主体

１　基本方針改定の経緯

2　基本方針を定める目的

１　市民協働の必要性

２　市民協働の定義

・基本方針の見直しに当たっては、現在策定中の第７次総合計画と整合を図る必要が
ある。また、改定後の基本方針が第７次府中市総合計画の８年間と同じ期間で取り組
むことが伝わるように記載する。
・「本市」ではなく「府中市」にした方が、市民から見て親近感が持てるので、基本方針
全体として、「府中市」と記載してほしい。
・市民協働都市の宣言や、市民活動センタープラッツが開設されたこと、この８年の協
働の取組や成果だけでなく、従来から文化センターを拠点として活動してこられてい
る方々の取組も「協働」であるということを明記する。
・「基本方針は基本的な考えを示すものであるため、大がかりな修正は行わず、現状と
差異が生じている部分を修正する」と説明があったが、これは結果であり、見直した
結果大幅な修正になったということもあり得るのではないか。

(1) 市民の定義
・「「市民」とは、住民だけでなく、在勤者、在学者及び市内で活動する方々や団体のほ
か、教育機関、事業者を含みます」と定義する。
(2) 市民協働の定義
・従前の基本方針では、本文中は全て「協働」で統一されているが、府中市では、市と
市民の協働だけでなく、市民同士の協働も含めて「市民協働」と呼んでいる。それが
他市と比較して、府中市の特徴的な部分であると思うので、「市民協働」の文言につ
いて定義を行う必要があるのではないか。ただし、これにより全て「市民協働」に変更
するのではなく、基本方針全体の、市民協働と記載すべきところを再確認してほしい。
・協働の定義には「地域課題の解決や社会的な目的の実現」と書かれているが、これ
は協働の目標ないし目的であり、これだけでは具体的な目標になっていない。例え
ば、どこかに、「誰にとっても住みよいまち府中市を実現する」といった、より具体的な
目標を掲げると、協働の目標がイメージしやすくなる。
・「政治活動、選挙活動、宗教活動及び公益を害する活動は除きます」に「主たる目的
とするもの」を加えた方がよい。また、「主たる目的」の範囲について、特に政治活動
については、特定の候補者や政党を推す活動が除外されるのは当然としても、選挙
に関心を持ってもらうための活動は認められるべきではないか。

・市民の定義が第２章に出てくるので、「市民」などと省略するのではなく、各主体を列
挙した方が良い。
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第３章　市民協働における役割分担と効果

３　市民協働の原則

２　中間支援組織の役割

１　各主体の特性と役割分担

・「協働事業を実施する主体は、次の協働の原則を尊重」は、「協働事業を実施する主
体は、次の６つの原則を尊重」の方がよい。

・各主体の記述内容は、特性のみで、役割分担についての記述が不足しているため、
追記する必要がある。
・各主体の役割における「期待されます」という表現は、より積極的な表現がよい。特
に、目的型活動団体については、目的を持って活動しているので、能動的な表現がよ
い。一方で、必須であるといった表現は適切ではない。
・市民（個人）の特性として、文頭に「市民は、当事者として地域の課題を見出すととも
に、個々に培ってきた経験、知見、柔軟な発想力や機動力をいかすことにより、課題
解決の担い手ともなり得ます。」などと追記する。

第４章　市民協働の手法と形態
１　市民協働の形態
・「市」は、他の主体と異なる特別な主体ではなく、「対等な協働の主体」の一つである
ため、「市との協働の形態」ではなく、「市民協働の形態」とした方がよい。
・例えば、後援では、市が名を連ねることで、信用付与の効果があるなど、それぞれの
形態について、期待できる効果についても記入し、分かりやすくしてほしい。

・中間支援組織は、市や市民との間だけでなく、市民同士の間にもあるので「各主体の
間」にあって役割を担うことを明記する。
３　市民協働の主な効果
(1) 市民（個人）
・活動を始めなければ、「出会い」、「生きがいづくり」「機会の拡大」は生まれないの
で、文頭に「地域や社会の課題解決のため、自主的に地域活動などに取り組むこと
により、」などと追記する。

４　市民協働の主体
・協働の主体の一つである「市」については、単に「市」と表記するのではなく、「行政
の担い手である市」などと表記した方が、市の役割が明確になるのではないか。
５　中間支援組織
・中間支援組織が協働の主体の一つか、あるいは別のものなのかを明確にした方が
良い。
・中間支援組織を新たに記載するのであれば、具体的に「プラッツ」の名前を入れた
方がイメージしやすくなる。
・「上記いずれかの機能を有する全ての主体が含まれます。」としてしまうと、機能を
持った全ての主体が中間支援組織だということになるが、主体ごとに性質や背景、活
動目的は異なるので、「中間支援組織の役割を担うことがある」といった表現に変更
した方が良い。
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第５章　府中市が目指す市民協働の姿と今後の方向性

２　市民と市との関係性と協働の領域

３　市民と市との協働に適している事業

１　市民協働に関する効果的な意識啓発

【図４－１】
・（従前の図では）協働事業の領域と形態が併記されているが、市民主体の領域にあ
る「補助、後援、協賛」は、活動の主体は市民だが、補助や後援、協賛等の行為を行
うのは市ということなので、分かりにくい。また、同一の表の中で、市が主語のものと
市民が主語のものが混在しているため、分かりにくい。
・この図は、分かりやすく協働事業の分類と市民と市の関係を一つの図にしていく、意
欲的な図だと思う。Ｗｉｎ－Ｗｉｎと言われているが、５割ずつでなければその言葉が成
立しないということではなく、当事者両方に得られるものがあるという意味では、場合
によっては、１割と９割であってもＷｉｎ－Ｗｉｎとなる。この分類自体がＷｉｎ－Ｗｉｎであれ
ば、対等であり、ケースによっては金銭面の補助はできるが、マンパワーは出せない
場合もあれば、両方出せる場合、マンパワーしか出せない場合など、様々な協働の形
態があると思うので、図の表し方を工夫できると良いと思う。

・市民協働に参加する市民の層、年齢層はもっと厚みを帯びていく必要がある。
・市民協働の活動が手軽にできるといったところを、もっと丁寧に訴えていき、参加者
や関わる人を増やしていくことが課題。
・いかに若い人や学生、子育て世代を巻き込んでいくかが、将来のより良い、住みよい
まちをつくる上で必要であると思うので、若い人等を巻き込む仕組みが重要だと思う。
・広く若い世代や子どもたちなどにも協働が小さい頃から根付く仕組み作りなどができ
ると面白い。
２　職員の協働に関する実践力の向上
・市民に対しては「意識啓発」を用い、職員に対しては「意識向上」では、市民に対して
の方が強い表現であるため、市民を「意識醸成」とするか、職員を「意識改革」とする
など、表現のレベル感を変えた方が良い。
・サブタイトルや本文冒頭の「職員」について、主体を明確にするため、「市の職員」と
記載する。
・職員に対して庁内連携の必要性を訴求するため、全庁体制で取り組むことを記載する。
・縦割りではなく、横のつながりで連携を上手くできれば良いと思う。
・「従来の固定観念にとらわれない」を追記する。
・「社会的インパクトマネジメント」は市民には難しすぎる言葉だと思うので、平易に「そ
れらが社会にどのような影響や効果を与えるか考慮して解決までの道筋を立て、課
題解決に取り組むことができる職員を育成します。」などとした方が良い。

・他市の基本方針では、公金支出等について特筆されており、府中市における協働事
業の評価や選考においても、予算や支出内容について議論されていたので、その点
に触れる必要があるのでは。

【図５－１～３】
・各主体間の様々な協働の形があることを表す。
・中間支援組織を加えた分かりやすい関係図を記載する必要がある。
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３　市民協働の拠点としての市民活動セ
ンタープラッツや文化センターの活用

・プラッツの説明だけでなく、コミュニティ協議会、各地域文化センターの役割について
も丁寧に説明する必要がある。

7　市民協働の取組の進行管理と条例の
検討

・条例については、平成２９年度から平成３０年度に当会議にて検討を行った結果、継
続審議とし、第６次府中市総合計画後期基本計画の各施策の取組における協働に
よる成果を踏まえて再検討することとなっている。

４　多様な主体同士の連携の拡充
・「知り合う」では抽象的すぎるので、「市民等が各々目指している将来のビジョンや現
在の活動内容とその進捗状況・特性などを共有し、理解し合えるよう、ＳＮＳ上での情
報提供などを含めて知り合える機会を創出します。」などと具体的にする。
・企業との協働について、「多くの活力に満ちた企業を擁する府中市として、ＣＳＲ（社
会的責任）の考えの下、社会貢献活動に積極的に取り組む企業と地域の課題解決
のための協働を推進します。」などと記載すると良い。
・すでに実績が蓄積されている大学との協働連携の一層の強化などについて、追記
する必要がある。
・地域課題を解決する上で、課題を共有することの重要性を追記する。
５　市民協働を促進する環境の整備
・多様な主体との協働は「府中市らしい協働」を実現するための大きなテーマの一つ
になるものにもかかわらず、「公平性・公正性」をいきなり最前面に出すのは消極的
に感じる。
・提案型協働事業について、更に広め、進めていくといったことを書いた方が良い。
６　コーディネート機能の拡充
・協働サポーターについては、知識の会得だけでなく実践経験も条件に入れた方が良い。

用語解説

募集時期
周知方法

閲覧場所

意見提出方法
意見提出者数

令和３年１１月２２日（月）から１２月２１日（火）まで
広報ふちゅう１１月２１日号、市ホームページ、協働推進課ツイッター
協働推進課窓口、各文化センター（１１か所）、中央図書館、市政情報
センター、市政情報公開室、市ホームページ
直接又は郵送、ＦＡＸ、電子メールで協働推進課に提出
１人（３件）

5　パブリック・コメント手続の実施
　市民協働の推進に関する基本方針の策定に当たり、市民から幅広くご意見
をいただくため、パブリック・コメント手続を実施しました。
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府中市市民協働の推進に関する基本方針






